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1. 経営戦略の策定にあたって 

(1) 経営戦略策定の意義 

公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な基本計画である「経営

戦略」について、その策定が総務省より要請されています。 

 公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成 26 年 8 月 29 日付総務省自治財政局

公営企業課長、公営企業経営室長、準公営企業室長通知） 

 「経営戦略」の策定推進について（平成 28 年 1 月 26 日付け総財公第 10 号・総財営第 2 号・

総財準第 4 号総務省自治財政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営企業室長通知） 

 「経営戦略」の策定・改定の更なる推進について（平成 31 年 3 月 29 日付け総財公第 45 号・

総財営第 34 号・総財準第 52 号総務省自治財政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営

企業室長通知） 

 「経営戦略」の改定推進について（令和 4 年 1 月 25 日付け総財公第 6 号・総財営第 1 号・

総財準第 2 号総務省自治財政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営企業室長通知） 

 

木島平村農業集落排水事業（以下、「農業集落排水事業」）においては、供用開始以来約 27 年が過

ぎ、今後施設の老朽化に伴う大規模な更新投資や人口減少に伴う下水道使用料収入の低下等、厳し

い経営環境となることが見込まれますが、このような厳しい環境下においても計画的かつ健全な運

営を継続するため、今回経営戦略を策定するものです。  

木島平村では、今後 10 年にわたり、下水道使用料収入の予測値や必要となる投資・財源の試算結

果等を織り込んだ上で、実効性のある経営戦略を策定し、一層の経営基盤の強化等を図っていくこ

とを目的としています。 

(2) 計画の期間 

経営戦略で求められている計画期間は 10 年以上を基本としていることから、令和 5（2023）年度

から令和 14（2032）年度までの 10 年間とします。ただし、事業の進捗や環境の変化等に応じて、

著しく現状とかい離する場合には、随時見直していくものとします。 

2. 事業概要 

木島平村は昭和 30（1955）年 2 月 1 日、穂高村、往郷村、上木島村の 3 村が合併して生まれまし

た。村の位置は、長野県の北端、千曲川をはさんで飯山市の対岸に位置し、県庁所在地の長野市から

の距離は約 40km です。村の面積は 99.32 ㎢、役場の海抜は 335m。樽川、馬曲川の扇状地、海抜 320

～750m の間に 26 の集落を形成しています。南に高社山（1351.5m：写真右）、東南に高標山（1747.9m）、

そして東はカヤの平高原、北は毛無山系と三方を山に囲まれています。 

気候は内陸性気候で寒暖の差が激しく、年平均気温は 11℃。長野県内でも有数の豪雪地帯で、冬季

間の積雪期間は 110 日間で、積雪深は 1.5～2.0m にも達し、積雪期間の平均降水量は 1,315mm、長

野市の 938mm と比較すると 40％も多く、農作物の栽培に適した自然環境をつくりだしています。 

農業集落排水事業は、平成 8（1996）年度から供用開始し、約 27 年が経過しております。終末処理

場 2 か所、計画区域 16ha の規模となっています。 
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 下記の木島平処理区において利用されています。 

 

(1) 事業の現況 

 施設の状況 

供用開始年度 
（供用開始後年数） 

平成８年度供用開始 

(供用開始後年数 27 年) 

法適(全部適用・一部適
用)・非適の区分 

非適 
令和 5 年 4 月全部適用 

処理区域内 
人口密度 

9.313 人/ha 
流域下水道等への接続

の有無 
無し 

処理区数 ２区 処理場数 ２か所 

広域化・共同化・最適化実施状況 該当事項なし 

下水道計画一般図 
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 人口の状況 

木島平村の人口は昭和 30（1955）年に村が誕生して以降人口の減少が続いており、今後も同様

の傾向が続くことが見込まれます。 

昭和 30（1955）年の住民基本台帳人口は 8,206 人でしたが、令和 4（2022）年 1 月 1 日現在で

は 4,508 人となっており、3,698 人の減少となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」（以

下、「社人研推計」）よれば、木島平村の人口は、平成 27（2015）年の 4,648 人から 30 年後の令

和 27（2045）年 には 2,703 人まで減少することが見込まれています。村による人口増加施策を

反映した「木島平村人口ビジョン（令和 2 年 10 月改定）」（以下、「人口ビジョン」）による推計結

果においても 30 年後には７～8 割程度まで減少することが見込まれています。  

 

（出典）「木島平村人口ビジョン（令和２年１０月改訂）」、長野県「毎月人口異動調査」 

 

 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「将来の地域別男女 5 歳階級別人口」 
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 処理水量の状況 

人口減少に伴い有収水量も減少傾向にあります。今後も有収水量は減少が続くことが見込まれ

ます。 

 

 農業集落排水の整備状況 

農業集落排水事業は供用開始してから約 23 年が経過しています。 

普及率は約 3％前後でほぼ横ばいで推移しています。下水道事業の普及率約 94％と合計すると

ほぼ 100%となっています。 

処理区域内人口における水洗便所設置済人口の割合である水洗化率は、平成 24（2012）年度か

ら令和 3（2021）年度まで約 80％で推移しており、高齢者世帯など経済的な理由から水洗化でき

ない世帯が残っていることが考えられます。このことから、有収水量の増加等による使用料収入

の確保が望めない状況にあると言えます。今後、新たな処理施設の整備や管渠の布設は必要なく、

既存の処理施設や管渠の維持更新が課題になっています。 

次のグラフは、固定資産台帳に登録されている有形固定資産について、取得年度別に再調達価

額を合算したものです。再調達価額は、建設当時の取得価額を国土交通省が公表している「建設

工事費デフレーター（2015 年度基準）」で現在価格に調整した額です。管渠の布設は 1990 年代か

ら始まっており初期に布設された管渠は 30 年近くを経過しています。 

 

（出典）固定資産台帳 

 使用料の状況 

料金は、固定料金と従量料金を組み合わせた体系を採用しています。基本汚水量までは固定料

金を適用し、従量料金は超過汚水量に対して逓増単価を適用する料金体系になっています。 

a 農業集落排水使用料 

一般家庭用使用料

体系の概要・考え

方 

基本料金と従量料金の組み合わせによる料金体系を採用。 

基本料金 

(税抜 1 ヶ月当り) 
10 ㎥以下 1,900 円 

超過料金 

(税抜 1 ㎥当り） 

10 ㎡超  50 ㎥以下 

50 ㎥超  100 ㎥以下 

100 ㎥超  200 ㎥以下 

200 ㎥超 

180 円 

200 円 

220 円 

250 円 

業務用使用料体系

の概要・考え方 

同上。 

その他の使用料体

系の概要・考え方 

その他の料金体系はありません。 

条例上の使用料

（20㎥あたり） 

※一般家庭における 20 ㎥

あたりの使用料（税込） 

令和元年度 

令和２年度 

令和３年度 

3,960 円 

4,070 円 

4,070 円 
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実質的な使用料

（20㎥あたり） 

※
使用料収入の合計

総有収水量
× 20㎥ 

令和元年度 

令和２年度 

令和３年度 

4,120 円 

4,905 円 

4,100 円 

現行の料金体系は令和 2 年度に改定したものです。 

b 計量装置使用料 

計量装置の口径 
使用料 

（1ヶ月当り）税抜 
計量装置の口径 

使用料 

（1ヶ月当り）税抜 

13 ㎜ 230 円 40 ㎜ 370 円 

20 ㎜ 250 円 50 ㎜ 670 円 

25 ㎜ 280 円 75 ㎜ 770 円 

30 ㎜ 340 円 100 ㎜ 930 円 

（出典）木島平村下水道条例 

 

  



7 |  

汚水量 20 ㎡当りの使用料は、令和３（2021）年度では 4,070 円/㎥となっており、同年度の

長野県内市町村の法非適用の農業集落排水事業の平均 3,885 円/㎥より５％程度高い水準にあ

ります。 

 

（出典）決算統計データ 

 組織の状況 

農業集落排水事業は建設課 国調・水道係が所管しており、職員数及び組織体制は次のとおりで

す。 

 

 

建設課の職員は 10 名で、うち 3 名が主に特定環境保全公共下水道事業を含む下水道業務を担

当しています。担当職員は水道事業及び簡易水道事業の業務等も兼務することで人件費の抑制を

しています。 

さらに、料金計算や債権管理は水道事業と下水道事業でシステムを共用するなど業務の重複を

なくして効率化を図っています。 

 

(2) 民間活力の活用等 

 民間活用の状況 

a 民間委託（包括的民間委託を含む） 

 終末処理場の運転管理 

 マンホールポンプの維持管理業務 

 汚泥処理業務 

b 指定管理者制度 

実績はありません。 

c ＰＰＰ・ＰＦＩ 

実績はありません。 

 資産活用の状況  

a エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等） 

実績はありません。 

b 土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等） 

未利用土地や未利用の施設はありません。 
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(3) 経営比較分析表を活用した現状分析 

経営比較分析表は別紙参照 

 収益的収支比率について 

算 出 式 ： 「総収益÷（総費用＋地方債償還金）×100」 

指標の意味： 当該指標は、料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益によって総費用に地

方債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標で、100％以上とな

っていれば単年度の収支が黒字であることを示しています。 

実績の説明： 100％近くで収支はほぼ均衡した状態で推移しています。但し、仮に公費（一般

会計繰入金※）による財政負担がなかった場合の収益的収支比率を試算すると

12％程度になります。これは事業に必要な財源のうち使用料収入等の自主財源

は８分の 1 程度であるということを意味しています。 

※ 汚水処理原価の内、使用料収入をもって充てることが適当でない内容がある場合や地域

的条件等により能率的な経営を行ってもなお使用料収入等のみをもって賄うことが困難で

あると認められる額については、一般会計が負担することが認められています。 

 

（参考）使用料収入と汚水処理費用の比較 

汚水処理費用の内、使用料収入で回収できているのは８分の１程度です。 
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 企業債残高事業規模比率について 

算 出 式 ： 「企業債残高(一般会計負担額控除後)÷営業収益(受託工事収益控除後)×100」 

指標の説明： 当該比率は、料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を

表す指標です。一般的な数値基準はありませんが、財政的には低い方が望まし

い指標です。 

実績の説明： 近年は大きな建設工事がないため起債額より償還額の方が多く企業債残高は減

少していますが、類似規模団体の平均と比べると大きい水準で推移しています。 

 

 経費回収率について 

算 出 式 ： 「下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分除く）×100」 

指標の説明： 当該指標は、汚水処理に要した費用を、どの程度下水使用料で賄えているかを

表した指標です。100％以上であれば汚水処理に係る費用を使用料で回収でき

ている状況を示しています。但し、公費で負担している費用部分は指標に反映

されません。 

実績の説明： 低下傾向にあり令和３（2021）年度では 36%まで低下しています。汚水処理原

価のうち公費（一般会計繰入金※）で負担している部分を除いても使用料収入

で汚水処理原価の全額を回収できていません。 

 

 汚水処理原価について 

算 定 式 ： 「汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量」 

指標の説明： 有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理

費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。当該指標について

は、明確な数値基準はありませんが、財政的には低い方が望ましい指標です。 

実績の説明： 類似規模団体の平均値より高い水準で推移しています。地理的要因等によって、

構造上汚水処理費が高くなることがあるため、一概に類似規模団体との優劣は判

断できませんが、継続的に投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上によ

る有収水量を増加させる取組が必要です。 

 

 

（参考）一般会計繰入金の補てん前の汚水処理原価 

各指標における汚水処理原価は資本費のうち一般会計が負担した部分を除いた額であり、実際

に支出した額による 1 ㎥あたりの汚水処理原価は以下のとおりです。 

令和３（2021）年度の一般会計繰入金補てん前の汚水処理原価は 1,741 円/㎥であり、そのうち

約７割程度が一般会計繰入金で補てんされています。 
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 施設利用率について 

算 出 式 ： 「晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100」 

指標の説明： 施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合で

あり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標で明確な数値基準はありませ

んが、一般的には高い数値であることが望まれます。 

実績の説明： 施設利用率は 13％であり類似規模団体の平均値を下回っています。季節的な変

動も考慮した上で、最大稼働率と併せて適切な施設規模となっているか分析す

る必要があります。 

 

 水洗化率について 

算 出 式 ： 「現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口×100」 

指標の説明： 現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口

の割合を表した指標です。当該指標については、公共用水域の水質保全や、使

用料収入の増加等の観点から 100％となっていることが望ましい指標です。 

実績の説明： 水洗化率は 80％程度となっています。今後は費用対効果を勘案した上で水洗化

率の向上に向けた取り組みが必要です。 

 

 

 管渠改善率 

算 出 式 ： 「改善（更新・改良・修繕）管渠延長÷下水道布設延長×100」 

指標の説明： 当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況

を把握できる指標です。明確な数値基準はありませんが、数値が低い場合、耐震

性や、今後の更新投資の見通しを含め、合理的な理由があることが必要です。 

実績の説明： ０（ゼロ）％となっています。これは、供用開始年が平成８（1996）年であり

供用開始から 30 年近くが経過していますが、管渠の法定耐用年数は 50 年であ

り、更新時期が到来した管渠がないためです。 

 

 総括 

a 収益性や財務安定性の指標について 

収益的収支比率や経費回収率は 100％を大きく下回っており、事業運営に必要な財源の大部

分が一般会計からの繰入金によって補てんされている状態にあります。 

農業集落排水事業を永続させるには、料金収入等の自主財源で汚水処理原価を回収できるこ

とが必要ですが、そのためには現状の料金水準から８倍程度の水準に料金改定が必要となって

しまい現実的ではありません。中長期的に一般会計からの繰入金の依存度を下げつつ収益的収

支比率や料金回収率を少しずつ改善していくことが必要です。 

b 施設の指標について 

管路改善率はゼロ％ですが、供用開始から３０年近く経過し老朽化は進行しているものの法
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定耐用年数が５０年となっていることからも直ちに更新が必要な管路がないためです。現状で

はゼロ％であることは問題ではありません。 

施設利用率は類似規模団体の平均を下回る水準で推移していますが、これは当初の計画に比

べて処理区域内人口が減少していることが主な要因です。今後の人口の増加が望めないことか

ら、施設利用率を上げていくことが課題となります。 
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3. 将来の事業環境 

(1) 処理区域内人口の予測  

人口ビジョンと整合を図るように処理区域内人口の変動を予測しています。 

木島平村の人口は、令和 4 年（2022 年）1 月 1 日現在で 4,508 人です。人口ビジョンでは、令和

７（2025）年度に 4,157 人、令和 17（2035）年度に 3,782 人、令和 27（2045）年度では 3,417 人ま

で減少すると推計しています。農業集落排水事業の処理区域内人口も、人口ビジョンによる人口の

減少率と同率で減少すると想定しています。普及率は、令和３（2021）年度の実績と同水準で推移

すると想定としています。令和３（2021）年度の処理区域内人口は 149 人ですが、計画最終年度の

令和（2032）年度には 135 人まで減少することが見込まれます。 

なお、社人研推計によると、木島平村の人口は、令和７（2025）年度に 3,996 人、令和 17（2035）

年度に 3,355 人、令和 27（2045）年度には 2,701 人まで減少する見込みとなっています。 

 

(2) 汚水処理需要の予測 

有収水量の予測については、処理区域内人口の推計をもとに水洗化率、水洗便所設置済人口 1 人

あたり有収水量などを使用して推計しました。人口の減少に伴い水需要についても減少傾向が続く

と想定され、令和３（2021）年度の有収水量は 12.3 千㎥ですが、令和 14（2032）年度には 11.1 千

㎥まで減少することが見込まれます。水洗化率は特定環境保全公共下水道と合わせると既にほぼ

100％になっており、将来も一定としています。一人当たり処理水量その他の指標も令和３（2021）

年度の実績と同率で今後も推移するとしています。 

 

(3) 使用料収入の見通し 

使用料収入の予測は、有収水量の予測と過去の使用料単価を勘案して予測しています。基本料金及

び従量料金は改定せずに現状の水準が継続する場合の試算です。 

その結果、令和３(2021)年度の使用料収入は 2,520 千円であるところ、計画期間終了時点の令和

14（2032）年度では 2,264 千円まで減少すると予測しています。 

参考として社人研推計にもとづいて使用料収入を試算したところ、令和 14（2032）年度で 2,093

円となりました。 

 

(4) 施設の見通し 

 施設・設備、管路の建設年度別の投資額 

下図は現存する水道施設の整備に要した事業費の額を現在の価値に換算して、年度別にグラフ

化したものです。 

投資年度は平成７（1995）年から概ね 6 年間に集中しています。 

平成７（1995）年に布設された管渠は 30 年程度経過していますが、管渠の耐用年数は 50 年で

あり、更新時期が到来している管渠はありません。 

一方で、機械装置の多くは設置から法定耐用年数の 20 年以上を経過しており、経年劣化や機能

低下に注意が必要な状況です 
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（参考）設備・管路の更新需要額 

設備や管路は地方公営企業法施行規則により法定耐用年数が決められていますが、実際の更新

年数は、使用年数や劣化状況に応じて点検・修繕を実施することにより、法定耐用年数を超えて

いることが多く、更新需用の試算にあたっては、更新基準を「木島平村下水道個別施設計画（令

和 3 年 3 月）」と同様に法定耐用年数の概ね 1.5 倍としました。 

「更新基準」に基づいて試算した更新需要では令和 52（2070）年度から管渠の更新が始まり最

大で年間 1 億 6,000 万円近くの財源が必要になる見込みです。また、令和４（2022）年度時点で

既に更新基準を超えている設備がありこれらは令和４（2022）年度の更新需要として表示してい

ます。その他の処理場の設備の更新時期も近づいていることから、当面はこれらについて老朽化

の程度に応じて計画的に更新を行う事が必要です。 

 

 

 

「更新基準」よる試算結果では、各処理場の設備が計画期間内に更新時期が到来しますが、現状

をみると直ちに更新が必要な状況ではありません。しかし、更新時期が到来したときには単年度

で１億円程度の財源が必要になる見込みであることから計画的な更新が必要です。 

 耐震化の状況 

耐震化については、処理場及び管渠の耐震化は進んでいません。早期に被害予測調査等を実施

し、管渠の耐震化を計画的に進めていく必要があります。 

(5) 組織の見通し 

現在、担当職員は農業集落排水事業以外の業務も兼務をしており、水道事業とも連携して運営する

ことで間接業務経費を削減しています。 

また、施設運転維持管理業務の民間委託などにより効率的な運営を行っています。 

最低限の人員で運営をしていますが、民間委託の範囲や可能性について検討していきます。 
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4. 経営の基本方針 

(1) 基本方針 

木島平村では、平成 2（1990）年から生活排水対策（下水道、農集排、浄化槽）を進めてきました

が、下水道の普及促進の段階は終わり、現在では人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化への

対応が求められています。 

水洗化率（新規加入）は頭打ちとなり、処理区域内人口の減少により使用料収入の増加が見込めな

い一方で、老朽化していく管渠やポンプ場及び処理場などの維持管理費用の増加やこれら施設・設

備の更新投資の支出負担の増加が見込まれ、経営環境はますます厳しくなることが予想されます。 

厳しい経営環境の中にあっても、生活排水施設は住民の皆様が生活する上で重要な機能を担うイ

ンフラ資産であり、永続的に維持管理していく必要があります。 

下水道事業を永続的に運営するためには安定した財源確保が必要です。そのためにはさらなる経

費節減の可能性を探るほか、経営基盤の安定強化に向けた対策に取り組む必要があります。 

基本方針として、処理場の統合、汚泥処理の集約化、維持管理の効率化等による経費削減の他、受

益者負担・独立採算制の原則ももとに利用者の適正な負担水準についても検討します。 

 

(2) 効率化・経営健全化のための取り組み方針 

河川の汚濁防止と快適な居住環境の確保に向けて下水道事業を推進します。 

 施設・設備の適正な維持管理 

ストックマネジメント計画を策定し、順次機器更新を行うなど、下水道施設・設備の適正な維

持管理及び耐震化を推進し適切な下水処理を図ります。クリーンピア糠千及びクリーンピア馬曲

の農業集落排水処理場は、 今後必要となる改修工事の事業費が高額のため、建替えを含めて施設

のあり方を検討します。 

 下水道への接続促進 

処理区域内の下水道への接続を促進します。また、特定環境保全公共下水道との接続の可否に

ついても検討します。処理場を集約できた場合は、処理場建屋や土地を貸し出すことや村の倉庫

として利用することなど跡地や建屋の有効活用を合わせて検討します。 

 資産・資源の有効活用 

処理場への太陽光発電施設の設置による売電収入や電力料金削減の可能性も検討します。 

また、現在、汚泥は焼却処分して焼却灰は外部委託によりセメント原料として有効活用してい

る状況にありますが、石炭代替燃料に転換し火力発電所に供給することやコンポスト化による緑

地利用など、他の利用方法についても検討します。 

さらに、中長期的には、処理場や浄化センターの汚泥処理過程から発生する消化ガスを発電設

備の燃料として活用し、処理場で消費する電力の一部と消化槽の加温に必要な全熱量を本処理場

へ供給するコージェネレーションシステムや、処理場内に発電機を設置する事業者に消化ガスを

売却し、ガス売却料で収益を得ることの可能性を探ります。 

 積極的な情報公開 

常に新しく有益な情報をホームページ等によりお伝えすることなどにより、環境に関する生活
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排水との関連性について住民の皆様と認識を高めます。 

 間接業務の合理化 

これまでも料金の収納業務を上下水道合わせて行うなど間接業務の合理化に取り組んできまし

たが、その他の間接業務についても引き続き合理化を目指します。 

 民間活力の利用 

処理場の運営管理について包括委託契約をしています。これにより、保守点検レベルの向上に

よって設備稼働率の向上や修繕費の削減、運転維持管理の効率化によって電気料の削減、委託業

者の調達力の利用による資材の調達コストの削減が期待できます。 

 収納対策 

滞納防止策として、納期限が経過した使用料は速やかに督促をおこない徴収を図ります。 

 料金水準の見直し 

令和元（2019）年には消費税率の改正に伴う改定を行い、令和 2（2020）年度にも基本料金の

改定をしていますが、令和５（2023）年度に公営企業会計を適用した後には適正な原価を把握し

たうえであるべき料金水準について検討を行います。 

  広域化・共同化・最適化に関する事項 

長野県により設立された「生活排水行政に係る広域的な連絡調整会議」への参加をすることで

周辺自治体との広域化について検討をします。実現可能性や費用対効果を踏まえて広域化の可能

性を模索してきます。 
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5. 投資・財政計画（収支計画） 

(1) 投資・財政計画（収支計画） 

別紙様式第２号参照 

計画期間では損益は黒字であり、資金収支もプラスで推移しますが、基準外繰入金により赤字補て

ん、資金補てんが必要な状況です。 

(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

 収支計画のうち投資についての説明 

a 投資の目標に関する事項 

農業集落排水事業の普及率は 3％で、特定環境保全下水道事業の下水道普及率 94%と合計す

るとほぼ 100%となっており、今後 10 年間の投資は、長寿命化など現施設の維持管理を中心に

進めます。 

また、将来の更新投資に備えて健全な財務体質を目指します。具体的な目標と取り組みは以

下のとおりです。 

目標指標 目標年度 目標数値 具体的取組 

企業債残高対

事業規模比率 

令和 3 年度
（実績値） 

2934% 
 料金改定により経常収益の増加を図る(令和２年
度に実施済)。 

 計画期間内は一定の予算枠内で更新投資を行う
ことで財源負担の平準化を図り、償還額以下に起
債額を抑制する。 

 やむを得ず起債をする場合は財政措置のある企
業債を活用して、実質的な企業債の残高の増加額
を抑える。 

令和 9 年度 500%以下 

令和 14 年度 100％以下 

b 管渠、処理場等の建設・更新に関する事項 

令和５（2023）年度～令和９（2027）年度においては第７次実施計画に基づいて事業を行い

ますが、大規模な更新投資の予定はありません。 

令和 10（2028）年から計画期間末の令和 14（2032）年度までの期間は、次回の経営戦略の

見直し時に改めて精査します。 

c 広域化・共同化・最適化に関する事項 

該当事項はありません。 

d 投資の平準化に関する事項 

該当事項はありません。 

e 民間の活力の活用に関する事項（PPP/PFI など） 

該当事項はありません。 

f 防災・安全対策に関する事項 

該当事項はありません。  
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 収支計画のうち財源についての説明 

a 財源の目標に関する情報 

処理区域内人口の減少や水洗化率（新規加入）の伸び悩みにより、使用料収入の増加が見込

めないことから、収支均衡を図るためには一般会計からの繰入金に頼らざるを得ませんが、で

きるだけ依存度を下げる財政運営を目標にします。 

具体的な目標と取り組みは以下のとおりです。 

目標指標 目標年度 目標数値 具体的取組 

経常収支比率 

及び 

繰入金額 

令和 3 年度
（実績値） 

99.88% 

19,696 千円 

 料金改定により経常収益の増加を図る(令和２
年度に改定済み)。 

 処理場（２ヶ所）の維持管理業務に包括委託方
式を採用し維持管理費用を削減する（令和２年
度に採用済み）。 

 包括委託契約の委託料の適正化を図る。 
令和 14 年度時点で令和３年度実績に対して
５％の削減を目指す。 

令和 9 年度 
100%以上 

15,000 千円 

令和 14 年度 
100%以上 

10,000 千円 

※令和３年度の実績値は地方公営企業法の適用前の年度のため収益的収支比率を表示しています。 

 

b 使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項 

中長期的には、老朽化した施設・設備等の更新や修繕や将来の管路の更新のための財源を確

保していく必要があります。 

しかし、前述のとおり、木島平村の令和３(2021)年度の使用料単価は県内市町村の平均より

高い水準にあります。また、令和元（2019）年度の消費税率の改正に伴う改定に加えて、令和

2（2020）年度にも基本料金の改定をしたところであり、財政収支の計画策定に当たっては計

画期間内での料金改定を考慮していませんが、今後の経営状態及び社会情勢の変化に応じて料

金改定の必要性を検討するものとします。 

c 国県補助金に関する事項 

計画期間内では、補助対象となる事業の予定がないため、国県補助金は見込んでいません。  
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d 企業債に関する事項 

計画期間内の起債の予定はありません。 

令和４(2022)年度末の企業債残高約 6,000 万円が令和 14（2032）年度末には約 900 万円に

減少する見込みです。 

 

e 繰入金に関する事項 

企業債の元利償還財源として、一般会計で負担が認められている額（基準内繰入金）のほか

に赤字補てんとして基準外繰入金を予定しています。 

f 資産の有効活用に関する事項 

該当事項はありません。 

 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

a 民間の活力の活用に関する事項 

処理場（２ヶ所）の運営管理について、公益財団法人長野県下水道公社に包括委託契約をし

ています。維持管理コストの低減効果が認められるため同じ契約形態を続けます。 

b 職員給与費に関する事項 

現状の体制を続けることを想定して一定としています。 

c 動力費に関する事項 

前出のとおり、処理場（２ヶ所）の運営管理を公益財団法人長野県下水道公社に包括委託契

約しており、直接計上する動力費はありません。 

d 薬品費に関する事項 

包括契約により下水道事業で計上する薬品費はありません。 

e 修繕費に勘留守事項 

処理場の修繕については大規模なもの以外で村の負担はありません。その他の修繕費として

包括委託契約へ移行した後の過去２年間の平均を採用しました。 

f 委託費に関する事項 

公益財団法人長野県下水道公社への委託費を計上しています。 

現状の委託費に加えて電気代の上昇による負担増加を想定しています。但し、定期的に包括

委託方式のコストメリットを検証し、村と委託先の双方がメリットを享受できる委託費の水準

を目指します。収支計画においては、維持管理コストの削減効果として、令和３（2021）年度

の委託費の実績に対して５％の削減を見込んでいます。 

その他の委託費として、計画期間内に予定している下水道施設事業計画変更に係る委託費と

企業会計への移行に係る委託費を見込んでいます。 

g 支払利息 

令和４(2022)年度末時点の企業債に対する支払予定額を見込んでいます。 

(3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
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 投資についての検討状況等 

a 広域化・共同化・最適化に関する事項 

長野県により設立された「生活排水行政に係る広域的な連絡調整会議」への参加をすること

で周辺自治体との広域化について検討をします。実現可能性や費用対効果を踏まえて広域化の

可能性を模索してきます。 

処理量が処理能力を下回る状態が続いています。将来の施設の更新時には、将来の処理水量

の予測を踏まえて適正規模の施設とします。必要に応じて、近隣施設との統廃合等も検討をし

ます。 

b 投資の平準化に関する事項  

ストックマネジメントを実施して、技術的な知見に基づいた現有資産の状態・健全度を適切

に診断・評価した中長期の更新需要の見通しを検討するとともに財政収支見通しを踏まえた更

新財源の確保策を検討し、下水道事業を継続させるための更新計画を策定します。 

c 民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI など） 

包括委託方式のメリットを生かして、受託者である(公財)長野県下水道公社の専門的な知見

に基づき効率的な更新投資を行います。 

d 耐震化の推進 

下水道施設の耐震化を図ります。 

耐震診断を行い、更新時期が到来した管渠・マンホールポンプから順次耐震管に布設替えを

行うとともに、優先度の高い施設についても耐震化を図り中長期的に施設全体の耐震化を目指

します。 

 財源についての検討状況等 

a 使用料の見直しに関する事項 

今後、人口減少により使用料収入は減少することが見込まれ、一方で、管渠・施設の更新に

要する費用は多額になることが見込まれています。 

将来の施設設備の改築・更新の財源の確保が最も大きな課題です。受益者負担の原則に立

ち、必要な負担について理解を得るための適切な情報提供に努め、あるべき料金水準のあり方

について検討を進めます。 

b 資産活用による収入増加の取組について 

太陽光発電やバイオマス発電等の導入可能性を検討します。 

 投資以外の経費についての検討状況等 

a 民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等、指定管理者制度、PPP/PFI 等） 

 既に処理場（２ヶ所）の運営管理について包括委託契約をしていますが、費用対効果を検

証して、必要に応じて契約形態の見直しを検討します。 

b 職員給与費に関する事項  

担当職員は、他の係の業務や上下水道事業を兼務しているため、現状の体制を維持します。 

c 動力費に関する事項 
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包括委託契約のために該当事項はありません。 

d 薬品費に関する事項 

包括委託契約のために該当事項はありません。 

e 修繕費に関する事項 

包括委託契約のために該当事項はありません。 

f 委託費に関する事項 

処理場（２ヶ所）の包括委託契約について、費用対効果の観点から委託費の妥当性を検討しま

す。 

g その他の取組 

省エネルギーの高効率機器等の導入を検討します。 

6. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、5 年に一度を目安として見直し（ローリング）

を行います。 

見直しにおいては、投資・財政計画と実績とのかい離やその原因に対する分析を行い、その結果を

反映していくこととします。 
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7. 投資・財政計画（収支計画） 

  

R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ （単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　　分 No. （ 決 算 ）
決 算
見 込

2023年度

１． (A) 1 2,523                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,255                  2,255                  2,255                  2,255                  

(1) 2 2,520                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,460                  2,255                  2,255                  2,255                  2,255                  

(2) (B) 3 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(3) 4 3                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

２． 5 18,857                19,612                26,600                25,403                23,688                21,228                18,882                17,791                17,042                16,936                16,853                16,786                

(1) 6 18,857                19,612                19,696                18,500                16,784                14,323                11,978                10,887                10,137                10,031                9,948                  9,881                  

7 18,857                19,612                19,696                18,500                16,784                14,323                11,978                10,887                10,137                10,031                9,948                  9,881                  

8 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(2) 9 -                         -                         6,904                  6,903                  6,904                  6,905                  6,904                  6,904                  6,905                  6,905                  6,905                  6,905                  

(3) 10 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(C) 11 21,380                22,072                29,060                27,863                26,148                23,688                21,342                20,251                19,297                19,191                19,108                19,041                

１． 12 6,971                  7,475                  19,047                19,044                19,044                19,044                19,040                18,978                18,918                18,858                18,798                18,738                

(1) 13 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

14

15

16 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(2) 17 6,971                  7,475                  7,967                  7,967                  7,967                  7,967                  7,967                  7,907                  7,847                  7,787                  7,727                  7,667                  

18 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

19 -                         387                     387                     387                     387                     387                     387                     387                     387                     387                     387                     387                     

20 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

21 6,971                  7,088                  7,580                  7,580                  7,580                  7,580                  7,580                  7,520                  7,460                  7,400                  7,340                  7,280                  

(3) 22 -                         -                         11,080                11,077                11,077                11,077                11,073                11,071                11,071                11,071                11,071                11,071                

２． 23 1,809                  1,506                  1,385                  1,085                  817                     600                     460                     356                     279                     233                     210                     203                     

(1) 24 1,809                  1,506                  1,185                  885                     617                     400                     260                     156                     79                       33                       10                       3                         

(2) 25 -                         -                         200                     200                     200                     200                     200                     200                     200                     200                     200                     200                     

(D) 26 8,780                  8,981                  20,432                20,129                19,861                19,644                19,500                19,334                19,197                19,091                19,008                18,941                

(E) 27 12,600                13,091                8,628                  7,734                  6,287                  4,044                  1,842                  917                     100                     100                     100                     100                     

(F) 28 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(G) 29 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(H) 30 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

31 12,600                13,091                8,628                  7,734                  6,287                  4,044                  1,842                  917                     100                     100                     100                     100                     

(I) 32 -                         8,628                  16,362                22,649                26,693                28,535                29,452                29,552                29,652                29,752                29,852                

(J) 33 401                     401                     401                     401                     401                     401                     401                     461                     1,740                  4,154                  7,829                  11,880                

34 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(K) 35 13,147                12,860                11,965                10,518                8,275                  6,070                  5,084                  2,987                  1,852                  591                     215                     216                     

36 13,147                12,860                11,965                10,518                8,275                  6,070                  5,084                  2,987                  1,852                  591                     215                     216                     

37

38 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
( I )

(A)-(B)

(L) 40

(M) 41 2,523 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,255 2,255 2,255 2,255

42

(N) 43

(O) 44

(P) 45

46

2032年度2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

材 料 費

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

2029年度 2030年度 2031年度

収 入 計

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

そ の 他

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

地方財政法施行令第15条第１項により算定した

資 金 の 不 足 額

営業収益－受託工事収益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る

資 金 不 足 の 比 率
(（L）/（M）×100)

- -- - - - - -- - - -39

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た

資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る

解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た

事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した

資 金 不 足 比 率
(（N）/（P）×100)
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R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 No （ 決 算 ）
決 算
見 込

2023年度

１． 1 3,200                  -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

2 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

２． 3 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

３． 4 55                       56                       56                       57                       58                       59                       59                       60                       -                         -                         -                         -                         

４． 5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

５． 6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

６． 7 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

７． 8 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

８． 9 300                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

９． 10 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(A) 11 3,555                  56                       56                       57                       58                       59                       59                       60                       -                         -                         -                         -                         

(B) 12

(C) 13 3,555                  56                       56                       57                       58                       59                       59                       60                       -                         -                         -                         -                         

１． 14 3,278                  -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

15

２． 16 12,625                13,147                12,860                11,965                10,518                8,275                  6,070                  5,084                  2,987                  1,852                  591                     215                     

３． 17 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

４． 18 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

５． 19 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(D) 20 15,903                13,147                12,860                11,965                10,518                8,275                  6,070                  5,084                  2,987                  1,852                  591                     215                     

(E) 21 12,348                13,091                12,804                11,908                10,460                8,216                  6,011                  5,024                  2,987                  1,852                  591                     215                     

１． 22 -                         -                         4,176                  4,174                  4,173                  4,172                  4,169                  4,167                  2,987                  1,852                  591                     215                     

２． 23 12,348                13,091                8,628                  7,734                  6,287                  4,044                  1,842                  857                     -                         -                         -                         -                         

３． 24 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

４． 25 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(F) 26 12,348                13,091                12,804                11,908                10,460                8,216                  6,011                  5,024                  2,987                  1,852                  591                     215                     

27 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(G) 28 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(H) 29 74,431                61,284                48,424                36,459                25,941                17,666                11,596                6,512                  3,525                  1,673                  1,082                  867                     

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2023年度

30 18,857                19,612                19,696                18,500                16,784                14,323                11,978                10,887                10,137                10,031                9,948                  9,881                  

31 14,379                14,597                5,305                  5,002                  4,732                  4,513                  4,370                  4,263                  4,245                  4,199                  4,176                  4,169                  

32 4,478                  5,015                  14,391                13,498                12,052                9,810                  7,608                  6,624                  5,892                  5,832                  5,772                  5,712                  

33 55                       56                       56                       57                       58                       59                       59                       60                       -                         -                         -                         -                         

34 55                       56                       57                       57                       58                       59                       59                       60                       -                         -                         -                         -                         

35

36 18,912                19,668                19,752                18,557                16,842                14,382                12,037                10,947                10,137                10,031                9,948                  9,881                  合 計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

2031年度 2032年度2025年度 2028年度 2029年度 2030年度2027年度

資

本

的

収

支

2024年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

計

資

本

的

収

入

そ の 他

資

本

的

支

出

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

(A)のうち翌年度へ繰り越される

純 計 (A)-(B)

2029年度 2030年度 2031年度 2032年度2028年度2027年度

2026年度

2024年度 2025年度 2026年度
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8. 経営比較分析表 

 

経営比較分析表（令和3年度決算）
長野県　木島平村

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

99.32 45.39 ■ 当該団体値（当該値）法非適用 下水道事業 農業集落排水 F2 非設置

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

4,508

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

149 0.16 931.25 【】 令和3年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　農業集落排水事業では、①収益的収支比率は
99.88%と前年に比べて1.26ポイント上昇しました
が、依然として100％を下回り単年度の収支では赤
字状態が続いています。
　また、⑤経費回収率は4.35ポイント低下して直
近５年間で最低となり、⑥汚水処理原価も前年よ
り38.57円低くなったものの全国平均及び類似団体
平均を大きく上回る水準となっています。加え
て、④企業債残高対事業規模比率が前年より低下
したものの非常に高い数値（2934.05％）となって
いることから、収支状況の改善などを目的として
令和2年度に使用料の改定（基本使用料の引き上
げ）を実施したものの、依然として使用料収入で
経費を賄うことができず、一般会計からの繰入金
に依存している状態となっています。
　一方、⑦施設利用率は平均を大きく下回ってお
り、処理区域が村内でも小規模な集落にあるこ
と、処理区域内人口が減り続けていることなどが
主な要因と考えられます。
　また水洗化率も平均を下回っていますが、高齢
者世帯等経済的理由から加入が困難な世帯が残っ
ていることから、今後の加入率上昇も見込めない
状況にあります。

資金不足比率(％)

- 該当数値なし 3.32 160.14 4,070

　供用開始から25年を経過しており、これまで大
規模改修や更新工事を行っていないため、③管渠
改善率は進捗していますん。
　今後は、一層管渠、処理場ともに老朽化が進む
ため、適時適切な修繕を行うことで機能維持を図
りつつ、計画的な更新を進めることが課題となっ
ています。

2. 老朽化の状況

全体総括

　上記の分析から、農業集落排水事業の経営状態
は健全な状態にあるとはいえず、処理区域内の人
口減少や水洗化率（新規加入）の伸び悩みに加
え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による
使用料収入の減少、老朽化が進んでいく管渠及び
処理場などの施設維持管理や更新費用の増加、歳
出の多くを占める公債費（地方債元利償還金）の
負担などにより、経営状態が一層悪化することも
考えられます。
　このため、更なる経費の節減に努め、経営基盤
の安定強化（企業会計の適用、下水道事業との統
合など）に向けた対策に取り組む必要がありま
す。

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
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①収益的収支比率(％)
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H29 H30 R01 R02 R03

当該値 5,174.24 4,398.65 3,709.34 3,296.28 2,934.05

平均値 855.80 789.46 826.83 867.83 791.76
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当該値 45.26 46.80 48.60 40.50 36.15

平均値 59.80 57.77 57.31 57.08 56.26
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当該値 532.56 478.01 423.95 605.59 567.02

平均値 263.76 274.35 273.52 274.99 282.09
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当該値 12.72 12.72 12.72 12.72 12.72

平均値 51.75 50.68 50.14 54.83 66.53
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H29 H30 R01 R02 R03

当該値 79.50 79.11 78.71 78.95 79.19

平均値 84.84 84.86 84.98 84.70 84.67

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【786.37】

【86.91】【61.14】【256.97】【60.65】

【0.03】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし


